
【議案１】会長・会長代行の選任について

■ 2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会規約第７条第１項の規定

により、以下の者を選任する。

（１）会長 吉村 洋文 大阪府知事 （再任）

（２）会長代行 横山 英幸 大阪市長

資料３

【参考】2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会規約（抜粋）

（役員の選任）

第７条 会長及び会長代行は、第11条に規定する委員総会の決議によって、委員たる法人

又は団体の代表者から選任する。


